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障害者支援施設ひだまり生活介護利用重要事項説明書 

 

令和７年４月１日 

 

 当施設は、契約者に対する生活介護事業所ひだまりの福祉サービス提供開始にあたり、社会福

祉法第 76 号及び、厚生労働省令に基づき、利用者に説明すべき事項は、次のとおりです。 

 

１． 事業者 

事 業 者 の 名 称         社会福祉法人 晃和会 

事 業 者 の 所 在 地           秋田市太平八田字藤の崎２３１番地の３ 

法 人 種 別 社会福祉法人 

代 表 者 名 理事長 伊藤 二雄 

電 話 番 号          ０１８－８３８－２３３８ 

 

２． 利用施設 

施 設 の 名 称 障害者支援施設ひだまり 

管 理 者 名 石黒 綾子 

施 設 の 種 別 生活介護事業 

所 在 地 秋田市東通仲町 4 番 1 号 秋田拠点センターアルヴェ 5 階 

電 話 番 号 ０１８－８８４－１４００ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０１８－８８４－３４５６ 

開 所 年 月 日 平成１９年４月１日 

 

３． 利用施設であわせて実施する事業 

事業の種類 
秋田県知事の事業者指定 

利用定員 
指定年月日  

自立訓練(機能訓練) 平成 19 年 4 月１日  6 人 

 

４． 事業の目的と運営の方針 

事 業 の 目 的  利用者が自立した日常生活または社会生活を営む事ができるよう

に、事業所通所により給食、介護サービスや訓練、創作活動、生産活

動等の日中活動を行い、自ら自立の促進・生活の質の向上を図れるよ

う支援を行います。 

運 営 の 方 針 それぞれの基本的人権を尊重し、対等な関係で個人の主体性を持っ

た自己選択の機会を確保し、個々のニーズと地域や家族関係を重視し

た良質な福祉サービスを提供します。また、関係法令を遵守した適切

な指定障害福祉サービスを提供します。又、総合的なサービスの提供

に努めます。 
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５． 施設の主要設備等 

１） 敷地および建物 

敷      地 １０，６２２．４６㎡ 

建 物 

構   造 鉄骨造（一部鋼管コンクリート柱） 

延べ床面積 １，５１５㎡ 

利 用 定 員 
１４人 

※自立訓練(機能訓練)事業との多機能型事業所として

行います。 

全館暖房、全居室冷房完備 

２） 主な設備 

食堂兼機能訓練室 １１２．４５㎡ 送 迎 車 ７台 

静養室兼休憩室 ３７．４７㎡ 専用エレベーター １基 

浴     室 一般の浴槽、特別浴槽があります。 

３） その他の設備 

①玄関 ⑤相談室 

②事務室 ⑥介護教育室 

③トイレ・洗面所 ⑦調理室・食品庫 

④脱衣室 ⑧リネン庫・洗濯室 

 

６. 職員体制 

職種 員数 勤務体制 

管理者 １名(生活支援員と兼務) ８：３０～１７：３０ 

サービス管理責任者 １名 ８：３０～１７：３０ 

生活支援員 ３名以上 ８：３０～１７：３０ 

医師(嘱託) １名 ８：３０～１７：３０ 

看護師 1 名以上 ８：３０～１７：３０ 

機能訓練指導員 １名以上（看護師と兼務）  

調理員 ２名（委託業者） ８：３０～１５：００ 

 

７. 営業日と営業時間 

営 業 日 月曜日～土曜日（12 月 29 日～１月３日、日曜日は休業） 

営 業 時 間 ８：３０～１７：３０ 

サービス提供時間 ８：３０～１６：３０  

 

8. 事業の実施地域 

通常の事業実施地域 秋 田 市 内 
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９．サービスの概要 

（１）介護給付費対象サービス 

種     類 内           容 

相 談 及 び 援 助 
利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を把握

し、適切な相談、助言、援助等を行います。 

日
中
活
動 

訓     練 
生活能力の維持向上のための食事や家事等の日常生活能力を向上する

ための訓練を行います。（日常生活訓練、社会適応訓練等） 

創作的活動 創作的活動の機会を提供します。 

生 産 活 動 軽作業等の生産活動の機会を提供します。 

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 季節等に合わせたレクリェーションを企画実施します。 

介     護 
利用者の状況に応じて適切な技術をもって食事・整容・更衣・排泄等

生活全般にわたる援助を行います。 

健 康 管 理 

日常生活上必要なバイタルチェックや投薬その他必要な管理、記録を

行います。また医療機関と連絡調整及び協力医療機関を通じて健康保

持のための適切な支援を行います。 

送    迎 希望により車椅子対応車両による送迎を行います。 

（２）介護給付費対象外サービス 

種    類 内          容 

食    事 

希望により食事及びおやつの提供をします。 

栄養士の立てる献立表により、栄養と利用者の身体状況に配慮し、バラエ

ティーに富んだ食事を提供し、必要に応じて利用者と相談しながら楽しく

食事が出来るようにします。 

創作的活動 
創作的活動でかかる費用で、負担して頂く事が適当であるものに係る費用

を頂きます。 

日常生活上必要

となる諸経費 

利用者の日常生活品の購入代金や日常生活に要する費用で、負担して頂く

事が適当であるものに係る費用を頂きます。 

社会生活上の便

宜の供与等 

日常生活に必要な行政機関等への手続き等について、利用者または家族が

行う事が困難な場合、利用者の同意を得て代行します。 

その他 
サービス提供記録等の複写代、証明書諸書類の発行代 

※全てのサービスは、「個別支援サービス計画」に基づいて行われます。ひだまりの生活支援員

が作成し、利用者の同意を得て、サービス管理責任者が管理します。なお、「個別支援サービス

計画」の写しは利用者に交付いたします。 
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10．サービス利用負担額 

（１）介護給付費対象サービス利用料金 

  介護給付費によるサービスを提供した際は、サービス利用料金のうち９割が介護給付費の給

付対象となります。ひだまりが介護給付費等の給付を市町村から直接受け取る（代理受領）場

合、利用者負担分として、サービス利用料金全体の１割の額を事業所にお支払いただきます。 

(※介護給付費の給付額に変更があった場合、変更された金額にあわせて、利用者の負担料金を

変更します。) 

 ・利用者負担額 別紙 1 のとおりです。 

利用者負担上限月額（※） 

区分 
1 ｹ月あたりの

負担上限額 
区分 

1 ｹ月あたり

の負担上限額 
負担減免の申請が必要です。 

生活保護世帯 ０円 一般１ ９，３００円 申請がなければ、定率負担で 

低所得 ０円 一般２ ３７，２００円  ３７，２００円 

※負担の軽減措置等が適用される場合を含め、受給者証に記載の負担上限額になります。 

（２）介護給付費対象外サービス利用料金(以下について、実費料金をいただきます。) 

実費負担項目 実費負担額 

食事代 

(食材料及び調理経費) 

食事提供体制加算該当者 ３６０円 

食事提供体制加算非該当者 ６６０円 

入浴料金 ２００円 

特別行事・教材費 実費 

オムツ類 自己負担 

その他、利用者に負担いただくことが適当であるものにかかる実費 

※食事が不要の場合には、３日前までに申し出て下さい。 

※その他社会的情勢等で著しく物価の変動等があった場合には、料金を変更する場合がありま

す。 

※経管栄養食の方は、食事代は無料です。栄養食・器具をご持参ください。 

（３）利用者負担額及び実費負担料金のお支払い方法 

利用料金等は、前月１カ月分の利用料の請求書発行後、次のいずれかの方法でお支払いくだ

さい。 

①口座振替～請求書発行月の 20 日に引落しとなります。 

手続等詳しくは「口座振替のお願い」をご参照願います。 

なお、指定金融機関は秋田銀行と北都銀行です。 

②現  金～請求書発行月の月末までに現金でお支払い下さい。 

③振り込み～請求書発行月の月末までに下記指定口座へお振込み下さい。 

         秋田銀行広面支店 普通預金 口座番号７２４９４０ 

                  口座名義：社会福祉法人 晃和会 

                       理事長  伊藤 二雄 

   なお、利用者の選択により提供された実費経費については、その都度現金でお支払いいた

だきます。 
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１１．キャンセル料 

  利用者の容態の急変等やむを得ない事情がある場合を除き、次のキャンセル料をいただく場

合がございます。 

①利用日前日まで連絡をいただいた場合 無料 

②利用日当日に連絡をいただいた場合 サービス料金の２５％を支払い、いただきます。 

③連絡がなくキャンセルとなった場合 サービス料金の５０％を支払い、いただきます。 

※別紙『サービス利用負担額一覧表』の基本料金になります。 

食費について 

①利用当日 9：30 まで連絡をいただいた場合 無料 

②利用当日 9：30 以降連絡をいただいた場合 全額支払い、いただきます。 

③連絡がなくキャンセルとなった場合 全額支払い、いただきます。 
    ※利用中、体調不良等で昼食を食べずに、退所された場合についても、全額支払いいただきます。 

 

 

１２．サービス提供の記録など 

（１）サービスを提供した際には、実施日時及びサービス内容などを記録し、一定期間毎 

にサービス提供の状況等を作成し、利用者等に説明します。 

（２）前項の書面その他の記録を適切に管理し、サービス完了後５年間は適正に保管し、利用者

等の求めに応じて閲覧に供し、またはその写しを必要に応じ交付します。 

（開示に際して必要な複写料などの諸費用は、利用者の負担となります。） 

 

１3．当事業所利用の際に留意いただく事項 

利用前の健康状態 

 利用前に体調不良等の症状がある場合は、利用を中止して頂き

ます。また、他の利用者に影響を及ぼすような感染症等の疾患が

明らかになった場合は主治医の許可が出るまで利用を中止させ

ていただきます。 

外   出 
サービス提供中、事業所から外出を希望される場合は、相談く

ださい。 

居 室 ・ 器 具 ・ 

設 備 の 使 用 

 事業所内の居室や設備、器具は本来の用法に従って利用くださ

い。これに反した利用により破損等生じた場合、賠償していただ

くことがございます。 

喫 煙 
 センター内は、全館禁煙となっておりますので、ご理解・ご協

力をお願いします。 

迷 惑 行 為 

 他の利用者の迷惑となる行為（騒音、けんか、暴行、中傷、口

論等）はしないでください。 

 職員に対する、悪意のある暴言、暴力や悪質なハラスメント行

為につきましてはしないようにしてください。 

施設内において許可のない動画撮影や SNSへの投稿について

は、ご遠慮ください。  

所 持 品 の 管 理 

（現金等の管理を含む） 

 貴重品の持ち込みは遠慮ください。また、所持品において、事

業所での管理を希望される場合は、相談ください。 

宗 教 活 動 

政 治 活 動 

 職員、他の利用者に対する宗教活動および政治活動は遠慮くだ

さい。 

そ の 他  職員に対する贈り物等のもてなしは遠慮させていただきます。 
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１４．個人情報の取り扱いについて 

 利用者および家族の個人情報に関しては、適正かつ適切に取り扱い、使用する場合には必

ず書面にて同意を得た上で使用させていただきます。 

 利用者の通所支援計画作成や相談支援員、サービス提供事業者等との連絡調整において

個人情報の使用・提供が必要となった場合は、必要最小限の情報を関係する者以外の者に漏

れることのないよう、細心の注意を払い使用します。 

 

１５．障害者虐待防止について 

 障害虐待防止に関する法令等を遵守し、虐待防止に関する責任者の選定、委員会の開催、

指針の整備、研修の実施を行います。また、利用に際し、利用者を虐待している、あるいは

虐待していると判断するに十分な状況を把握した場合には、所管行政機関等に通報いたし

ます。 

 

１６．身体的拘束等の適正化について 

 当事業所では、利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するために緊急やむ

を得ない場合を除き、身体拘束その他、行動制限を行いません。 

 やむを得ず身体拘束その他行動制限を行う場合には、その対応、及び時間等を必ず書面に

おいて利用者・家族の同意を得た上で行います。 

 

１７．苦情等の受付について 

  当事業所の介護サービスに関する相談、要望、苦情などは下記までお申し出ください。 

なお、当事業所以外で市役所など行政機関等でも受付しています。 

当事業所 

利用相談窓口 

 受付担当者  管理者  石黒 綾子 

 利用時間   月～土  ８：３０～１７：３０ 

 利用方法   電 話  ０１８－８８４－１４００ 

        窓 口  ひだまりサービスセンター 

苦情解決責任者 ひだまりサービスセンター課長補佐  尾坂 祐介 

第三者委員 

 佐々木 晋太郎  電話  ０１８－８３８－４５８１ 

 梅 森 鈴 子  電話  ０１８－８３５－０４１５ 

 渡 部 幸 雄  電話  ０１８－８２９－１２４１ 

そ の 他 

相 談 窓 口 

 

 

○秋田県国民健康保険団体連合会  

電 話０１８－８８３－１５５０ 

ＦＡＸ０１８－８８３－１５５１ 

秋田市障がい福祉課 

電 話０１８－８８８－５６６３  

ＦＡＸ０１８－８８８－５６６４ 

〇秋田市長寿福祉課 

電 話０１８－８８８－５６６８ 

ＦＡＸ０１８－８８８－５６６７ 

○秋田県福祉サービス相談支援センター 

（秋田県運営適正化委員会） 

電 話０１８－８６４－２７２６ 

ＦＡＸ０１８－８６４－２７４２ 
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１８．事故発生時の対応 

 利用者が事故により身体に傷害を発生している場合は、応急処置をとり、主治医に連絡し

て指示を仰ぐとともに、事故が発生した経緯を家族の方に速やかに連絡し、その後の経過も

随時連絡いたします。 

 また、事故発生予防のため担当者を定め、指針の整備、体制の整備、研修の実施を行いま

す。 

 

１９．緊急時の対応 

  利用者に状態の変化等あった場合には、医師に連絡する等必要な処置を講ずるほか、緊急連

絡先に知らせます。 

利用者の主治医 

医 師 名  

所属医療機関の名称  

所 在 地  

電 話 番 号  

緊 急 連 絡 先 

氏   名（続柄）           （    ） 

住 所  

電 話 番 号  

勤 務 先 等  

 

２０．非常災害時の対策 

非常災害時の対応 
別途定める「ひだまりサービスセンター消防計画」及び「社

会福祉法人晃和会総合防災マニュアル」により対応します。 

非常通報の体制 
 非常通報体制は、登録１０人体制で全職員の連絡体制を確保し

ています。 

近隣との協力関係 
秋田新都心ビル㈱と協議し、非常時の応援協力体制について確保

しています。 

平常時の訓練と 

防 災 設 備 

 別途定める「ひだまりサービスセンター消防計画」及び「社会

福祉法人晃和会総合防災マニュアル」により、年１回以上、避難

訓練を、利用者も参加して実施します。 

防災設備の概要 
スプリンクラー、消火器 ４ヵ所、避難経路 ４ヵ所 

避難場所 １ヵ所 

 

２１．感染症予防対策 

 当事業所では、施設内で発生が予測される感染症の予防のため、「感染症対策マニュアル」

を作成し、委員会の開催、指針の整備、研修の実施を行います。 
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２２，業務継続計画 

当事業所では感染症や非常災害の発生時において、入居者に対するサービス提供を継続的

に実施するための、及び非常時の体制で早期に事業開始をするための業務継続計画を策定

し、定期的に見直しを行うと共に、研修及び訓練を実施します。 

 

２３．賠償責任について 

 当事業所は下記の損害賠償保険に加入し、事業者の責任により利用者に生じた損害につ

いては、その損害を賠償いたします。ただし、介護サービス提供上不可抗力的に生じた損害、

事故の補償については、利用者、事業者双方で協議することとします。 

保険会社名：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

補償の概要：賠償責任保険および傷害保険  
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別紙                             (令和７年 4 月 1 日現在) 

●サービス利用者負担額一覧表 ≪障害者支援施設ひだまり≫ 

・利用者負担額 

【生活介護】定員２０人以下  ６時間～７時間 

区分 サービス料金 代理受領額 利用者負担額 

区分６ 12,580 円 11,322 円 １,２５８円 

区分５ 9,410 円 8,469 円 ９４１円 

区分４ 6,520 円 5,868 円 ６５２円 

区分３ 5,830 円 5,247 円 ５８３円 

区分２以下 5,320 円 4,788 円 ５３２円 

【生活介護】定員２０人以下  7 時間～8 時間 

区分 サービス料金 代理受領額 利用者負担額 

区分６ 12,９１０円 11,619 円 １,２９１円 

区分５ 9,6６０円 8,694 円 ９６６円 

区分４ 6,690 円 6,021 円 ６６９円 

区分３ 5,980 円 5,382 円 ５９８円 

区分２以下 5,445 円 4,900 円 ５４５円 

【加算】 

初期加算 300 円 270 円 ３０円 

福祉専門職員配置加算(Ⅰ) 150 円 135 円 １５円 

福祉専門職員配置加算(Ⅲ) 60 円 54 円 ６円 

入浴支援加算 800 円 720 円 ８０円 

欠席時対応加算 940 円 846 円 ９４円 

人員配置体制加算(Ⅲ) 1810 円 1,629 円 １８１円 

食事提供体制加算 300 円 270 円 ３０円 

利用者負担上限管理加算 1,500 円 1,350 円 １５０円 

送迎加算（Ⅰ）片道につき 210 円 189 円 ２１円 

常勤看護職員等配置加算 280 円 252 円 ２８円 

重度障害者支援加算Ⅱ 3,600 円 3,240 円 ３６０円 

重度障害者支援加算Ⅲ 1,800 円  1,620 円   １８０円 
福祉・介護職員等 

処遇改善加算（Ⅰ） 
一ヶ月あたりの総単位数に８.1％を乗じた額の 1 割を算定 
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当事業所は、障害福祉サービスの生活介護の提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説

明を行いました。 

 

説明日   令和   年   月   日 

 

 

事業者名：社会福祉法人 晃 和 会 

施 設 名：障害者支援施設ひだまり 

所 在 地：秋田市東通仲町４番１号 

          秋田拠点センターアルヴェ５階 

管理者名：石 黒 綾 子 

 

説 明 者：職名                                  

氏名                       ㊞  

 

 

 

私は、本書面により、事業者から指定障害福祉サービスの重要事項について交付のうえ、説

明を受け、同意しました。 

 

令和   年   月   日 

 

利用者                    

 

住 所                     

 

氏 名                  ㊞  

 

 

身元保証人（利用者の家族等）          

 

住 所                     

 

氏 名                  ㊞  

 

利用者との関係：                

 

 

 


